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防災事項の理解、確認の手順
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茅ヶ崎市の災害リスクや避難行動の基本などを理解しま
しょう
【主な確認資料】

・本資料 ｐ２～ｐ１０

１ 防災事項の理解、確認

本資料は、避難行動検討フローを進めながら、適宜参照
する資料です。避難行動検討フローの中に、参照するペ
ージ番号を記載しています。
【主な確認資料】

・資料４-1 避難行動検討フロー（地震編／風水害編）
・本資料 ｐ１１～

２ 避難行動検討フローの参照資料



防災の基本

防災活動の最も「基本」で「欠かせない」こと

「想像」すること
災害への備えの第一歩は「想像」すること。

もし、今、災害が起きたらどうなるか・・・。

「自分は大丈夫？」「家はどうなる？」「地域ではどんな被害が？」

まずは、災害時の状況をイメージし、そのための備えを進めましょう。

令和３年７月３日大雨 茅ヶ崎警察署付近令和元年東日本台風 馬入橋付近

氾濫危険水位まで４６㎝
１３日（日）０時１０分頃
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避難行動の基本

避難行動とは

災害が発生し、又は発生するおそれがある
場合に危難を避けること避難

避難行動

数分から数時間後に起こるかもしれない自然
災害から生命又は身体を保護するための行動

➀ 災害種別ごとに自宅などにどのような命を脅かす
リスク（災害リスク）があるか

② 各々のリスクに対して、どのような避難行動を
とれば良いか（避難先、避難経路、避難手段、家族
等との連絡手段等）

③ どのタイミングで避難行動をとれば良いか

自宅などに災害リスクがなく、安全な場所にいる人は避難の必要はありません

平時から次の事項を把握しておく必要があります
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避難行動の基本

避難行動の分類

立退き避難

災害リスクの及ばない区
域など、対象とする災害
に対し安全な場所（避難
所、津波一時退避場所、
親戚・知人宅等）へ避難
すること

最も望ましい避難行動

垂直避難

災害リスクのある区域で
あっても、浸水想定等を
確認し、自宅等の上階や
高層階で計画的に身の安
全を確保すること

屋外への移動がかえって
危険な場合などにとり得
る避難行動

緊急安全確保

災害が既に発生・切迫し
ている状況において、自
宅のより高いところや近
隣の高く堅牢な建物等の
より安全な場所へ直ちに
移動すること

命の危険から身の安全を
可能な限り確保するため
の緊急的な避難行動

想定災害 洪水、高潮 津波、土砂災害、洪水、高潮津波、土砂災害、洪水、高潮 4

計画的な避難 避難の最終手段



避難行動の基本

自助・共助の重要性①

大規模災害が発生した場合には、同時多発的に被害が発生し、行政自身も被災する
ため、「公助」による支援だけでは限界があります。事実、阪神・淡路大震災では、
7割弱が家族も含む「自助」、約3割が隣人等の「共助」により救出されているとい
う調査結果があります。避難行動要支援者本人や家族は、自らの備え「自助」を進
めるとともに、個別避難計画の作成等を通じて、周囲とのつながりを作ること等に
よって、「共助」の支援に繋げていくことが重要です。
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避難行動の基本

6

避難した時に、誰が支援してくれたか

その他の回答：消防（消防団含む）（１１）、市役所、町村役場の職員（８ ）、民生委員（４）、警察（０）

上位 選択数 回答（複数回答可）

１ ８５ 家族など同居している人

２ ６０ 近所の人、友人等面識のある人

３ ５３ 福祉施設や福祉団体の職員、ケアマネジャー、ヘルパー

どんな情報を得て、避難したか（誰が逃げろと伝えたか）

上位 選択数 回答（複数回答可）

１ １０１ 家族など同居している人の判断

２ ９７ 近所の人、友人等面識のある人からの連絡や声かけ

３ ７４ 福祉施設や福祉団体の職員、ケアマネジャー、ヘルパー等からの連絡や声かけ

その他の回答：テレビやラジオ等の情報（３４）、警察・消防（消防団含む）からの指示（３０）、市役所、町村役場から
の指示や勧告、連絡（２１）、メール等の緊急速報やインターネット（１６）、民生委員からの連絡や声かけ（７）

家族や近所の人など、身近な方からの直接的な働きかけ支援の割合が高い。

出典 避難に関する総合的対策の推進に関する実態調査結果報告書（平成２５年 内閣府）

東日本大震災の被災地住民への実態調査
（避難支援が必要だったと回答した方のうち、避難した方が回答対象）

自助・共助の重要性②



避難行動の基本

避難支援とは

災害の
種類

発災前の予測
避難の

タイミング
避難支援等の内容（例）

地震

ほぼ不可能
（震源、規模等によ
り大きくことなるた
め、想定が困難）

発災後

・安否確認
・避難情報などの伝達(津波警報など)
・一緒に避難する(安全な場所)

など

風水害

ある程度可能
（気象予報やハザー
ドマップに基づきあ
る程度想定可能）

発災前

・避難しているかの確認
・避難情報などの伝達(レベル３高齢
者等避難)
・一緒に避難する(安全な場所) など

避難支援

避難しようとする人を支援するものであり、避難行動要

支援者本人等が、想定される災害の状況を正しく認識し、

避難が必要であること等の理解が不可欠
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災害種別に基づくリスク

地震 風水害

津波

火災

洪水

内水氾濫

高潮家屋倒壊

家具転倒

土砂災害

地震 風水害
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地域ごとのリスク（地震）

家
屋
倒
壊
／
家
具
転
倒

（参
考
）
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地域ごとのリスク（風水害）

内
水
氾
濫
（参
考
）
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地震
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地震発生時の流れ

地震発生

建物倒壊・家具転倒については、地震発生直後に市内共通で発生

するおそれがあります。

また、市の北部では土砂災害が発生するおそれがあります。

津波については、地震発生後に津波が到達し、主に沿岸部地域に被

害が発生するおそれがあります。

※津波の到達時間は、地震モデルによって、数分～数十分程度と幅

があります。

火災については、地震発生後数分～数時間後に様々な場所で発生

するおそれがあります。火災発生場所や風向風速などにより適切

な避難先などが異なります。
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資料６-2 地震・風水害時の避難のポイント（表面）参照



避難行動のポイント（家屋倒壊）

自宅に倒壊のおそれがある

昭和５６年以前（旧耐震基準）の建物は特に注意しましょう

耐震性の高い建物などの安全な
場所

避難判断の

ポイント

避難先

旧 耐震基準 新 耐震基準

建 築
確認日

1981年(昭和56年)

5月31日まで
1981年(昭和56年)

６月1日以降

震度5
程度の
地 震

倒壊・崩壊
しない

軽微な
ひび割れ
程度にとどまる

震度６
程度の
地 震

規定なし
（倒壊の恐れあり）

倒壊・崩壊
しない 13



災害リスク（津波）
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【更新前】

津波浸水想定

【更新後】

津波浸水想定

新たな知見に基づく最大クラスの津波の
津波浸水想定図をもとに、津波災害警戒区域

の「浸水域」と「基準水位」が示される。



避難行動のポイント（津波）
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大津波警報発表時に避難が必要となる

「避難対象地域」を設定（＝紫線より南側の地域）

安全性や円滑な避難を考慮して、津波浸水想定区域よりも広い範囲を市が指定

避難対象地域



避難行動のポイント（津波）
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津波の危険から避難し生命の安全を確保するため、

避難対象地域の外側における避難の目標とする地点

を結んだ道路線のこと

<参考＞避難目標ライン

（西から東に向けて）

国道１号線～南湖通り～鉄砲道～学園通り～松浪コミセン前



４ 津波避難の考え方

<参考＞神奈川県西部地震における津波浸水予測図

「津波警報」相当の津波（高さ1～3ｍ）が茅ヶ崎市沿岸部に

到達した場合、国道１３４号より北側は浸水しない想定

茅ヶ崎市沿岸部に、高さ３ｍ程度の津波が到達した場合の浸水想定

出典：神奈川県 津波浸水予測図

避難行動のポイント（津波）
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避難行動のポイント（津波）
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避難判断の

ポイント

避難先

※ 津波は、市の避難指示発令前に来襲するおそれもあるため、

避難情報を待たずに自主的に避難をしましょう

※ 避難の最終手段では、近隣の高く堅牢な建物や基準水位の及ばないできるだ

け高い場所、自宅の上階への避難により 【緊急安全確保】を図り、命を守るた

めに最善の行動をとりましょう。

津波からの避難は「より早く、高く、遠くへ」が原則

避難対象地域外への避難

⇒ 避難対象地域の外への避難が基本

避難対象地域 ＝ 避難が必要な地域

避難対象地域外への避難が難しい場合

⇒ 津波避難ビル、津波避難地

※ 避難目標ラインを目指して避難し、その後に避難対象地域外へ

大津波警報等が発表された
海辺で大きな揺れを感じた

大津波警報等が発表されている間は避難を続けましょう

津波避難ビル 津波避難地



避難行動のポイント（津波）
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「３０ｃｍの津波到達時間」をもとに、避難行動を考える。

避難対象地域のうち「基準水位の想定が30㎝未満」又は「基準水位の色がない」

場合は、まずは15分を目安に最初の津波が到達するものとして避難行動を検討

歩行困難者や身体障がい者等の歩行速度について、0.5ｍ/秒を基に設定を行うとし

ている国の検討資料もあるが、個別避難計画の作成にあたっては、避難を開始をす

るまでの時間（避難開始時間）や本人の心身状況を踏まえた検討が必要。

避難行動の検討にあたって

地震の揺れに伴う道路の損傷、建物の倒壊、交通渋滞を考慮して、

原則「徒歩等」での避難となる。

【参考】避難可能距離の算定式

避難可能距離 ＝（移動速度）×（津波到達時間－避難開始時間）



（参考）災害リスク（火災）

茅ヶ崎市は木造家屋が密集しているため、大規模火災の危険性が高い

20



（参考）避難行動のポイント（火災）

延焼火災のおそれがある

広域避難場所などの木造密集地域
から距離を置ける場所

避難判断の

ポイント

避難先

・広域避難場所は、火災から命を守るために緊急的に避難

する場所です（市内２０か所）
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※風向きによって被害の及ぶ方向が変わってくる、風速によって危

険の及ぶ速さが異なるといった特徴があります。危険が迫る前に早

めの避難を心がけましょう。

※自分の位置と火災発生場所や風向風速から避難すべき方向が異な

ります。火災の発生状況や気象状況に応じて、避難先を判断し、

幅員の広い道路を選択して避難しましょう

・自宅から方角が異なる避難先を、複数検討しておくことが有効です



（参考）避難行動のポイント（土砂災害）

自宅の付近に崖などがある
土砂災害の前兆現象がある

（立退き避難） 基本
崖などから離れた安全な場所

（緊急安全確保）
近くの頑丈な建物の２階以上
自宅のがけから離れた部屋や２階

避難判断の

ポイント

避難先
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避難行動のポイント（在宅避難）

自宅に家屋倒壊や二次被害（津波、土砂災害な
ど）の危険がない場合、在宅避難ができます

避難行動の

考え方

・自宅の安全を確保するため、日頃から家具の
固定などの対策を行いましょう
・１週間分の水、食料、携帯トイレ、その他必
需品（薬、電源など）を備えましょう

避難行動の

ポイント
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風水害
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災害種別に基づくリスク

地震 風水害

津波

火災

洪水

内水氾濫

高潮家屋倒壊

家具転倒

土砂災害

地震 風水害
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災害リスク（洪水）

茅ヶ崎市洪水・土砂災害ハザードマップ（R3.9 公表）

対象河川と想定雨量（想定最大規模降雨）

・相模川

５６７ｍｍ／４８時間

・小出川、千ノ川、駒寄川

３５４ｍｍ／２４時間

・目久尻川

３９８ｍｍ／２４時間

※想定最大規模降雨とは

当該河川等における降雨だけでなく、近隣の河川

等における降雨が当該河川等でも同じように発生

するという考えで過去に観測された最大降雨量に

基づき設定されたもの（１０００年に１回程度の

割合で発生する降雨量）
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災害リスク（洪水）

茅ヶ崎市洪水・土砂災害ハザードマップ（R3.9 公表）

相模川・小出川・駒寄川・

千ノ川の４つの河川で洪水

が発生した場合に浸水する

場所に色が塗られている
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災害リスク（洪水）

茅ヶ崎市洪水・土砂災害ハザードマップ（R3.9 公表）

河岸侵食

28

家屋倒壊等氾濫区域内に自宅がある場合、

立退き避難必須



災害リスク（洪水）

茅ヶ崎市洪水・土砂災害ハザードマップ（R3.9 公表）

氾濫してから浸水深が

５０ｃｍ以下になるまでの

浸水が継続する時間
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自宅で生活できる準備が

必要です



災害リスク（土砂災害）

茅ヶ崎市洪水・土砂災害ハザードマップ（R3.9 公表）

土砂災害の

危険あり

土砂災害の

危険あり

土石流 急傾斜地の崩壊
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災害リスク（高潮）

茅ヶ崎市高潮ハザードマップ（R6.2 公表）

31

台風などの低気圧の影響で、海面水位

が上昇し（高潮）、波が堤防を超えて

浸水する場所に色が塗られている



災害リスク（高潮）

茅ヶ崎市高潮ハザードマップ（R6.2 公表）
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避難行動のポイント（風水害）

逃げどき

高齢者など避難に時間が
かかる人は、警戒レベル３
で避難するのね

危険がある人は
全員避難

市が発令する避難情報を合図に
避難を開始しよう！

危険がある人は
全員避難

高齢者など避難に
時間がかかる人は避難

市が発令する警戒レベル３高齢者等避難
までに、避難を開始しましょう

Ｐ５、６

33
気象警報（気象庁）などを参考にして、早めの避難を心がけてください

（資料６-2 地震・風水害時の避難のポイント（裏面）参照）



避難行動のポイント（風水害）

水害時の避難行動の基本的な考え方

原 則

浸水区域外への「立退き避難」

色の塗られている浸水想定区域内から

色の塗られていない浸水想定区域外へ避難する

逃げさき

原則、洪水や土砂災害、高潮の
危険がない区域へ避難しよう！

「避難」とは「難」を「避ける」
こと。避難所に行くことだけが、
避難ではないよ。

危険がない地域に住んでいる
親戚や知人に相談してみよう

Ｐ７、８

家屋倒壊等氾濫区域内

に自宅がある場合、

立退き避難必須
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避難行動のポイント（風水害）

逃げさき

原則、洪水や土砂災害、高潮の
危険がない区域へ避難しよう！

「避難」とは「難」を「避ける」
こと。避難所に行くことだけが、
避難ではないよ。

危険がない地域に住んでいる
親戚や知人に相談してみよう

Ｐ７、８

・浸水想定区域外の避難所（小中学校）

・安全な場所に住む親戚・知人宅、ホテル・

旅館などの自主的な避難先 など

避難先

（立退き

避難）
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避難行動のポイント（風水害）

水害時の避難行動の基本的な考え方

逃げさき

原則、洪水や土砂災害、高潮の
危険がない区域へ避難しよう！

「避難」とは「難」を「避ける」
こと。避難所に行くことだけが、
避難ではないよ。

危険がない地域に住んでいる
親戚や知人に相談してみよう

条件が揃う場合

想定される浸水より高い場所への「垂直避難」

Ｐ７、８

・自宅の上層階
・近くの小中学校（浸水想定区域内）
・近くの高い建物 など

避難先

（垂直避難）
36



避難行動のポイント（土砂災害）

土砂災害警戒区域内に自宅がある
自宅の付近に崖などがある
土砂災害の前兆現象がある

（立退き避難） 基本
土砂災害警戒区域外の安全な場所

（緊急安全確保）
近くの頑丈な建物の２階以上
自宅のがけから離れた部屋や２階

避難判断の

ポイント

避難先
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避難行動のポイント（風水害）

逃げかた

「持ちもの」や「逃げかた」も
考えておこう！

持ちものリスト 逃げかたのポイント

明るいうち・大雨になる前に、早めに
避難しよう。
さっそく、持ちものをリュックに
まとめておこう！

原則、徒歩や公共交通機関などで避難。ただし…

明るいうちに早めの避難

必要な物を持って避難

・車での避難は、交通渋滞の要因になるなどの理由により、原則禁
止ですが、避難行動要支援者については、災害リスクに応じたとる
べき避難行動と本人の状態によっては、車（自家用車や介護車両な
ど）での避難も選択肢になり得ます。

明るいうち、大雨・暴風になる前に避難しましょう。

避難の際に困らないために、必要な物は各自持参してください。

Ｐ９、１０

・一方で、車での避難は、車の水没や河川等への転落、渋滞による
逃げ遅れなどのリスクを伴うため、注意しましょう。
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避難行動のポイント（風水害）

Ｐ１５

マイ・タイムライン

３歩
①逃げどき

②逃げさき

③逃げかた

台風の接近時などに「いつ」「どこに」「どうやって」
避難するかを時系列で整理するのに役立ちます

39詳細は、資料５-４ 風水害からあなたと大切な命を守るガイドＢＯＯＫを参照



災害情報の取得方法

災害に関する情報が
途切れないようにする

複数の入手方法を
準備しておく

緊急安全確保

避難指示

高齢者等避難

市ＨＰ

40

資料６-３ 災害情報の入手方法 参照



災害対策地区防災拠点

災害対策地区防災拠点（公立小中学校３２校）

公立小中学校３２校
（災害対策地区防災拠点）

（１）一時的な生活場所（避難所）

（２）水、食料、救援物資等の分配

（３）災害情報や支援情報等の提供

（４）家族の安否確認

・大規模災害が発生した場合に設置されます
・避難所としての役割のほか、災害情報や支援情報等の提供、家族の
安否確認、物資の分配等を担う拠点

避難所外避難者（在宅避難者など）も支援を受けられるため、避難先の近く

の拠点を確認しておきましょう
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